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住所変更された方は、必ず互助会事務局へご連絡をお願いします。

   一般財団法人 山口県教職員互助会

【 お願い 】

～ 持続可能な１７の開発目標 ～

SDGｓ

　  山口市立湯田中学校では、青年会議所と協力をして、コロナ禍の状況で元気を届けるメッセージとＳＤＧｓをテーマにホテル
  の改修工事の壁面にアート作品 （壁画絵）を展示しています。



　★ 令和4年10月から、新規事業として 「入院見舞金」を実施します。詳細はP5をご覧ください。

14  TGJ傷害保険　 ○ ○ ○

10  災害見舞金 ○ － ○

－

○ ○ ○

○ ○13  教職員相談室の利用

○ －11  人間ドック補助

　傷害保険加入により、日常のさまざまなケガ等を補償

事　　業　　内　　容

　疾病又は負傷により医療機関で診療を受けたとき、75歳になる日
 まで給付（ 健康保険診療分に限る。）

　会員になり 3 年以内 に亡くなった場合、加入期間に応じて給付
（ 3万円～7万円 ）

　米寿、白寿に達したとき記念品料を贈呈
（ 米寿 2万円、白寿 3万円 ）

【令和4年10月入院分から】

　各種事業の周知を図るため、年 1 回会報誌を発行
（ 毎年 4月下旬配送 ）

　会員等を含むグループの趣味の会等に対して補助
（ 構成人員に応じて 1万～5万円 ）世話人は会員に限る。

要

要

－ ○

○ ○

○ ○

○

12

　会員等の相互の親睦と交流を深めるため、県下14 会場で開催す
 る地区集会等の経費の一部を助成

　指定する県内施設での展覧会の観覧料を一部補助
（ 入館料の 60%程度、限度額 400円 ）

　一般相談、法律相談、結婚相談等、2名の相談員があらゆる相
 談に応じます。また、顧問弁護士による相談も可能
　併せて、登録制によるお見合い事業も実施

　指定する検診機関での人間ドックを希望し、受検した場合、経費
 の一部を補助
（ 泊ドック・脳検査付き泊ドック 1万円､日帰りドック 5千円 ）

　セントコア山口に宿泊した場合、一人1泊につき 2千円を補助
（ 3連泊を限度 ）
 ※ 共済組合の宿泊補助との併用不可（ 共済の補助優先 ）

　各地区の運営委員を介し、弔花のお供えをする。
　また、連絡が遅れてお供えができなかった場合、献花料相当額
（ 1万3千円 ）を遺族へ送金

　災害の程度により見舞金を給付（ 1万～5万円 ）

退職互助部の事業概要一覧
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 地区活動運営費助成

 退職互助部だより
 の発行

 グループ補助

 名秀作展入館補助

2
＜新規事業＞
入院見舞金 ○ － －

6

7

○

○ ○ ○

○

8
 セントコア山口
 宿泊補助

9  献花

－

 埋葬料

 長寿記念品の贈呈

○

　令和4年度末までに退職し特別会員になった者が、75歳から85歳
に達する日の前日までの間、5日以上入院したとき、入院の初日から
1日につき1,000円を給付（年度内14日を限度）
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（※） 高額療養費の自己負担限度額

 1年以内に3回以上限度額に達した場合「多数該当」となり、4回目からは上限が下がります。

低所得者
Ⅰ

外来（個人単位） 8,000 円

外来+入院（世帯単位） 15,000 円

低所得者
Ⅱ

外来（個人単位） 8,000 円

外来+入院（世帯単位） 24,600 円

現役並みⅠ 80,100 円～

一般
外来（個人単位） 18,000 円

外来+入院（世帯単位） 57,600 円

現役並みⅡ 167,400

70歳未満

金額

70歳から74歳まで

額金分区

ア 252,600円～ 現役並みⅢ 252,600 円～

円～

区分

オ 35,400円　 

エ 57,600円　 

イ 167,400円～ 

ウ 80,100円～ 
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きますと非常に幸せます。

山口銀行に口座をお持ちの方、今後取引の予定のある方、新たに口座を開設いただける方等、
ご協力いただける場合は、お電話やメモ等でお知らせください。

令和４年度末までに退職し特別会員になった者

（締切日）

（送金日）

毎月月末（必着）

翌月の末日
（土・日・祝日・年末年始休みの場合はその前日）

○「入院見舞金請求書」(P6：コピー可）に必要事項を記入の上、次の①又は②

　　により請求

　　①医療機関の領収書や入院期間が明記された診断書（コピー可）を添付

　　②請求書に医療機関の証明を受ける（入院期間が確認できる書類がない場合）

○複数の医療機関・入院期間の請求をする場合は、それぞれで請求書を提出

特別会員のみ対 象 者

75歳から85歳に達する日の前日まで対象年齢

5日以上入院したとき、入院の初日から1日につき1,000円を給付
（年度内14日を限度）給付内容

締 切 日
送 金 日

入院日から3年請求期限

請求方法

実施時期 令和4年10月1日入院分から

送付月

８月

２月

対象となる給付月

3月～8月（6月受診分までが反映されます。）

9月～2月（12月受診分までが反映されます。）

別記第７号の２様式

令和 年 月 日

一般財団法人 山口県教職員互助会理事長　様

〒 -

氏　　　名

電話番号 （ ） －

年 月 日 から

年 月 日 まで

○ 療養者氏名  生年月日 　　　　 年　　 月　　 日生

○ 入院期間 令和　　 年　　 月　　 日　～　令和　　 年　　 月　　 日　（　　　日間 ）

次のとおり、入院したことを証明する。

　令和　　 年　　 月　　 日

）（

【 注意事項 】
※印欄は記入しないこと。
健康保険適用の医療機関に引き続き５日以上入院したとき、初日

　から１日につき１，０００円給付。（年度内１４日が限度）

医療機関の領収書や入院期間が明記された診断書等の写しを添付
　すること。 入院期間が確認できる書類がない場合に限り、証明欄
　に記入を受けること。

複数の医療機関・入院期間の請求をする場合は、それぞれで請求
　書を提出すること。

請求者は特別会員本人とするが、会員死亡等により遺族・後見人
　が請求する場合は、送金先口座情報を記入すること。

）
□

□

１. 登録口座

２. 右の口座（注5）

医療機関名

（   5）
計

（   4）

（   1）

氏名 令和

入院期間

令和

生年月日 請求金額 日間 × 1,000円 ＝

　本人口座（いずれかに ）
（ （

（   2）
＜ 互助会使用欄 ＞

（   3） 年度 金額 日数

証
明
欄

医 療 機 関
及び代表者名
（ 電話番号 ）

金融機関名 店　　　名 口座番号 名義 （ カタカナ ）

特
別
会
員

会員番号

円

）

特別会員

（ 請求者 ）

住　　　所

 下記のとおり、一般財団法人 山口県教職員互助会退職互助部規程により入院見舞金を請求
します。

記

決定金額 円

コピーして使用可

入院見舞金請求書

※

入院期間の確認できる書類（領収書、入院

証明書等）がある場合は、記入不要です。

※

㊞
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　 　退職互助部運営委員の皆様をはじめ、各地区の役員の方々には、地区集会の開催から花輪
　 の手配、さらには会員の動静把握など、多岐にわたり地区の運営にご尽力をいただいております。

■ アドレス http://yamakyogo.jp
■ ユーザーID hukuri
■ パスワード kousei

※ 会員のページに入るためには、「ユーザーID」と「パスワード」 が必要です。
※ 「療養補助金交付申請書」「入院見舞金請求書」 も ダウンロード できます !!
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山口市

防府 防府市

宇部 宇部市

山 根　 和 夫 083-923-5556

0835-36-0276

山陽小野田 山陽小野田市

美祢 美祢市

地区名 該当市町名 氏名

光熊毛

女性代表
東部

西部

柳井 柳井市

萩阿武

永 久  眞知子

退職互助部運営委員名簿

岩国和木

周南下松 　周南市、下松市

長門 長門市

山口

岩国市、和木町、広島県

下関 下関市、福岡県

周防大島 周防大島町

08396-2-0293

藤 重　　  勇 0827-32-6145

萩市、阿武町、島根県

岩 見　 靖 子 0820-23-5636

上 田　 保 明

宮 内　 英 典 083-256-0724

萩 原　 義 久 0837-22-3706

吉 賀　 博 史 0838-22-4626

光市､上関町､田布施町､平生町

 　 会員にご不幸があったとき等は、各地区の運営委員さんや役員の方に
 ご連絡をお願いします。

電話番号

能 勢　 俊 勝 0836-72-2625

篠 田　 修 二 0837-64-0375

0820-76-0616

芦 岡　 啓 子 0820-22-5206

山 本　 雅 緒 0833-72-0819

井 原　 和 彦 0834-88-1616

縄 田　 敏 明 0836-41-8680

岩 政    　薫

互助会ホームページについて

 
 

2022年 11月 

 

政党代表、衆議院議員、参議院議員 各位 

 

全国教職員互助団体協議会 

 

 

全ての世代が安心して暮らせる持続可能な社会保障制度の確立と 
教職員が教育に専念できる環境整備を求める陳情 

 

全ての世代が健康で文化的な生活を営むための社会保障制度の確立は国民共通の願いで

す。2022 年から団塊の世代が後期高齢者となりはじめ、少子高齢化が急速に進展する人口

減少社会にあって社会保障費用は今後さらに増加します。社会保障制度の改正は、高齢者を

支える若い世代にも大きな影響が及ぶことから、世代間で協調できる持続可能な制度の確立

に向けた取り組みが必要であると考えます。 

教育現場の最重要課題として教職員の過重労働の解消が求められています。多忙化を解消

して教職員でなければできない職務に専念できる環境を整えることは、教育の充実の観点か

ら必要なことです。つきましては、以下の内容について実現いただきますよう要請します。 

 

陳 情 内 容 

 

１ 病気や高齢など誰にでも起こりうるリスクを支える社会保障制度を維持するために

は、世代間にある給付と負担のバランスを調整し、全ての世代で無理なく支えあう制度

の確立が求められます。日々の生活に対する不安や悩みが世代や立場によって様々であ

るなかで、必要とするところで社会保障制度が機能するよう、利用者負担に偏らない安

定した財源の確保に取り組んでいただきたい。 

 

２ 次代を担う子どもたちが夢と希望をもって健やかに育つことは国民共通の願いです。

学校現場では新型コロナウイルス感染防止の対応や教育情報化（ＧＩＧＡスクール構

想）の推進により、学びや働き方が大きく変わろうとしています。多様な子どもたちを

誰一人取り残すことのない学びを実現するには、教職員が教育に専念できる環境の整備

が必要です。つきましては、学校現場の実態に配慮した業務の見直しや教職員の定数増

等、実効性のある改革を速やかに実現していただきたい。 

 

３ 複雑多様化する教育の現場にあって教育の水準を維持向上させるには、教職員が心身

ともに健康であることが何より必要であり、安定した福利厚生の提供が求められます。 

教職員互助団体は生涯福祉を基本理念に教職員の健康の保持増進や福祉の向上等、生活を

支える重要な役目を担っています。このため、教職員の福利厚生にも目を向けて頂き、教

職員互助団体の活動に格段のご理解を賜りたい。 

 

４ 少子高齢化に伴う人口減少社会にあって、若者や子育て世代が家族を持つことや子ど

もを産み育てることの喜びや生きがいを実感できる社会を実現するため、子育て家庭の

孤立感や負担を軽減し、仕事と子育ての両立を支援する環境整備を推し進めていただき

たい。非正規雇用が増加するなか若者世代が将来に夢と希望が持てるよう、きめ細かな

就労支援と給付型奨学金や授業料免除の拡充に取り組んでいただきたい。  

⼀般財団法⼈ ⼭⼝県教職員互助会

※ 署名⽤紙は互助会事務局へお送りください。締切⽇等の詳細は19ページのお知らせコーナーをご覧ください。

ー 7ー


